
個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 子ども子育て支援支援システム「こあら」

「ひつじ」 

行政機関等の名称 富田林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

子育て福祉部こども未来室 

個人情報ファイルの利用目的 保育所等申請申込に基づく家庭の利用状況

等を管理するために利用する。 

記録項目 個人識別符号（個人番号）、氏名、生年月日、

住所、電話番号、職業・職歴、所得・収入、

納税状況、口座番号等、家族状況、親族・続

柄、婚姻、居住状況、心身機能の障害 

記録範囲 教育・保育給付認定書（変更）申請書、子育

てのための施設等利用給付認定・変更申請

書、副食費の施設による徴収に係る補足給

付費交付申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人から申請書で収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 教育総務部学校給食課 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

家庭的保育事業者 

各都道府県 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

富田林市子育て福祉部こども未来室 

〒584-8511 富田林市常盤町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

（電算処理ファイル/マニュアル処理ファ

イル） 

法第 60 条第２項第１号及び 2 号（電算処理

ファイル及びマニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 

（政令第 21 条第 7 項に該当するファイル

の有無） 

有 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（実施なし） 



行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

（規定なし） 

備考 － 



個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 学童クラブシステム「こあらのランドセル」 

行政機関等の名称 富田林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

子育て福祉部こども未来室 

個人情報ファイルの利用目的 学童クラブ申請申込に基づく家庭の利用状

況等を管理するために利用する。 

記録項目 氏名、生年月日、住所、電話番号、職業・職

歴、口座番号等、家族状況、親族・続柄、婚

姻、居住状況、心身機能の障害 

記録範囲 学童クラブ利用承認申請書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人から申請書で収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

富田林市子育て福祉部こども未来室 

〒584-8511 富田林市常盤町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

（電算処理ファイル/マニュアル処理ファ

イル） 

法第 60 条第２項第１号及び 2 号（電算処理

ファイル及びマニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 

（政令第 21 条第 7 項に該当するファイル

の有無） 

有 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

（規定なし） 

備考 － 



個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 富田林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

子育て福祉部こども未来室 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当事務において、受給者を管理する

ために利用する。 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、所

得情報、個人番号 

記録範囲 児童手当認定請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人から請求書で収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

富田林市子育て福祉部こども未来室 

〒584-8511 富田林市常盤町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

（電算処理ファイル/マニュアル処理ファ

イル） 

法第 60 条第２項第１号及び 2 号（電算処理

ファイル及びマニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 

（政令第 21 条第 7 項に該当するファイル

の有無） 

有 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

（規定なし） 

備考 － 



個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 児童家庭相談システムファイル 

行政機関等の名称 富田林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

子育て福祉部こども未来室 

個人情報ファイルの利用目的 児童家庭相談事務における相談記録のため

に利用する。 

記録項目 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職

業、家族状況、親族、続柄、婚姻、病歴、心

身機能の障害 

記録範囲 本人、親族、関係機関から相談があったも

の 

記録情報の収集方法 電話や来庁にて相談者から聞き取りで収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 要保護児童対策地域協議会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

富田林市子育て福祉部こども未来室 

〒584-8511 富田林市常盤町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

（電算処理ファイル/マニュアル処理ファ

イル） 

法第 60 条第２項第１号及び 2 号（電算処理

ファイル及びマニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 

（政令第 21 条第 7 項に該当するファイル

の有無） 

有 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

（規定なし） 

備考 － 



個人情報ファイル簿(単票) 

個人情報ファイルの名称 児童扶養手当システム 

行政機関等の名称 富田林市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務を

つかさどる組織の名称 

子育て福祉部こども未来室 

個人情報ファイルの利用目的 児童扶養手当事務において、受給資格者を

管理するために利用する。 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、所

得情報、障がいの有無、個人番号 

記録範囲 児童扶養手当認定請求書を提出した者 

記録情報の収集方法 本人から請求書で収集 

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所在

地 

富田林市子育て福祉部こども未来室 

〒584-8511 富田林市常盤町１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

（電算処理ファイル/マニュアル処理ファ

イル） 

法第 60 条第２項第１号及び 2 号（電算処理

ファイル及びマニュアル処理ファイル） 

個人情報ファイルの種別 

（政令第 21 条第 7 項に該当するファイル

の有無） 

有 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をす

る個人情報ファイルである旨 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組

織の名称及び所在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案を受ける組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関す

る提案をすることができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれて

いるときはその旨 

（規定なし） 

備考 － 

 


